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19 世紀のフサイン朝チュニジアにおける危機と改革(2)
―立憲体制の成立と挫折―

桃井　治郎

要旨

　1857 年 9 月、フサイン朝チュニジアは基本協約を発布する。これは、その前

年のオスマン帝国の改革勅令と同様、非イスラーム教徒を含む法の下の平等や

外国人に対する経済活動の諸権利を認める内容であった。さらに 1861 年 1 月に

は、イスラーム圏では初となる憲法が制定され、国会にあたる最高評議会の創設

や裁判制度の新設など、ベイによる父権的な統治体制から三権分立に基づく立

憲体制への移行がなされた。こうした改革は、フランス総領事レオン・ロッシュ

やイギリス総領事リチャード・ウッドの強い働きかけによって推進された。

　一方、増大する財政支出に対応するため、1856 年 6 月、人頭税が導入される。

また、基本協約の発布後、フランスやイギリスによるチュニジア経済への参入が

進む。フランスは、チュニスの水道事業を請け負い、多額の利益を得る。ただし、

この事業はチュニジアにとって大きな負担となった。工事費用を負担するため、

1859 年、チュニジアでは初の債券が発行され、さらに 1863 年には、フランスの

銀行の融資を受け、外債の発行に至る。チュニジア政府は、外債の支払いのため、

人頭税を 2 倍にする決定を下すが、この決定に対し、1864 年 3 月、チュニジア

各地で反乱が発生した。

　経済分野では、フランスとイギリスの間で競争が激化していた。イギリスは、

チュニジアでの銀行設立を試みるなどチュニジア経済への参入を試み、1863 年

10 月には、イギリス＝チュニジア協約を締結してチュニジア政府への接近を果

たす。歴史的にチュニジアに対して強い影響力を保持してきたフランスは、イギ

リスの挑戦を脅威に感じ、チュニジア政府に対して憲法を含む改革の撤回を求め

る。反乱の広がりとフランスの要求を受け、1864 年 4 月、憲法は停止され、チュ

ニジアの立憲体制は挫折した。

　19 世紀中葉のチュニジアの立憲体制は、ヨーロッパの圧力によって生み出さ

れたが、最終的にはフランスの帝国主義的野心によって妨害され、終焉したの

である。

Crisis and Reform in Tunisia in the 19th Century (2): 
Establishment and Failure of the Constitutional System

Jiro MOMOI

Summary
　In September 1857, the Husaynid dynasty of Tunisia promulgated the Ahd al-
Aman (the Fundamental Law). Like the Hatt-i humayun of the Ottoman Empire 
in the previous year, it recognized equality under the law for all, including non-
Muslims, and the economic rights of foreigners. Additionally, in January 1861, the 
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first constitution in the Islamic world was enacted in Tunisia, which shifted from a 
paternalistic system of governance by the Bey to a constitutional system based on the 
separation of powers, involving measures such as the creation of a Supreme Council 
as a parliament and establishment of a new court system. These reforms were pushed 
by the French Consul General Léon Roches and the British Consul General Richard 
Wood.

However, in June 1856, a poll tax was introduced to cope with growing fiscal 
expenditures. Moreover, since the promulgation of the Ahd al-Aman, France and 
Great Britain had entered the Tunisian economy. While France gained large profits 
from a water supply project in Tunis, it was a heavy burden for Tunisia. In 1859, the 
first domestic bonds were issued to cover the construction costs, and in 1863, Tunisia 
signed a loan contract with a French bank and issued foreign bonds. In March 1864, 
the Tunisian government decided to double the poll tax to pay the foreign bonds, 
causing revolts against the tax increase to break out in various parts of Tunisia.

In the economic field, the rivalry between France and Britain intensified. Britain 
attempted to enter the Tunisian economy by establishing a bank in Tunisia, and in 
October 1863, it concluded the Anglo-Tunisian Convention to secure closer ties with 
the Tunisian government. France, which had historically maintained a strong influence 
in Tunisia, felt threatened by these British actions and demanded the Tunisian 
government to withdraw its reforms, including the constitution. In response to the 
spread of the revolts and the French demands, the constitution was suspended in April 
1864, and Tunisia’s constitutional system came to an end.

The Tunisian constitutional system of the mid-19th century, created by European 
pressure, was thus thwarted, and it ultimately ended owing to the imperialist ambitions 
of France.

はじめに

1857 年 9 月、フサイン朝チュニジア (1) のムハンマド 2 世ベイは、基本協約を発布する。

これは、その前年のオスマン帝国の改革勅令と同様、非イスラーム教徒を含む法の下の

平等や外国人に対する経済活動の諸権利を認める内容であった。さらに 1861 年 1 月には、

ムハンマド 2 世ベイの死去に伴って即位したムハンマド・アル＝サディク・ベイの下、イ

スラーム圏では初となる憲法が制定され、国会にあたる最高評議会の創設や裁判制度の新

設など、ベイによる父権的な統治体制から三権分立に基づく立憲体制への移行がなされた。

概して言えば、チュニジアは西洋的な近代国家への一歩を踏み出したのである。

ところが、それから 3 年後の 1864 年 3 月、チュニジア各地で反乱が発生する。反乱は、

人頭税の増税や新たに導入された裁判制度への反対を掲げ、中西部の内陸地域から沿岸の

サヘル地域へと広がっていく。翌月、ムハンマド・アル＝サディク・ベイは憲法の停止を

宣言し、立憲体制は解体された。
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それではなぜ、チュニジアにおいて立憲体制は挫折したのであろうか。本稿では、ムハ

ンマド 2 世ベイが即位した 1855 年から憲法が停止された 1864 年までの 10 年間における

フサイン朝チュニジアの歩みと対外関係をたどり、立憲体制の成立と挫折がどのように展

開したのか検討する (2)。

1．人頭税の導入

1855 年 5 月、前任者のアフマド・ベイの死去を受け、いとこにあたるムハンマド 2 世

ベイが即位する。アフマド・ベイはフランスを訪問するなど西洋主義的な志向をもってい

たが、ムハンマド 2 世ベイはチュニジアにおける慣習やイスラーム的価値を重視する伝統

主義的な志向をもっていたと評価される (3)。ただし、アフマド・ベイの時代から内政を担っ

ていたムスタファ・ハズナダルが宰相として留任するなど、基本的な統治体制は前任者を

引き継ぐものであった。

宰相職のムスタファ・ハズナダルは、チュニジアのフサイン朝の宮廷で育ったエーゲ海

のキオス島出身のマムルークである。アフマドよりも 11 歳年下のムスタファは、特にア

フマドの母から寵愛を受けたという (4)。1837 年、アフマドの即位とともにベイの宮廷政

治における中心人物となり、以後、軍制改革や工業化政策、租税改革などに関わっていく。

アフマドからの信頼は一貫して厚く、1839 年にはアフマドの妹と結婚し、両者の親密な

関係はさらに強固になった。アフマド・ベイの在任中、ムスタファは第一の側近として内

政面や財政面を取り仕切っていく。

ただし、ムスタファ・ハズナダルに対する歴史家の評価は厳しい。ガニアージュは、「義

理の兄でもあるアフマド・ベイの影響力を維持して、無分別に自らの富を増やした」(5) と

指摘し、ファン・クリーケンは、「器用だが、特に金銭面ではあまり良心的ではない政治家」(6)

と評している。実際、ムスタファ・ハズナダルはその地位を利用し、公金の横領ともいえ

る手法によって蓄財に励んだことで知られる。アフマド・ベイの時代に実施された軍制改

革や工業化政策は副次的にさまざまな取引機会を生んだが、そうした取引を仲介すること

でムスタファのもとに資金が流入したのである。宮廷への支払いのうち、一部はベイのも

とに流れたが、大部分はムスタファが手にしていたという指摘もある (7)。また、塩やタバ

コ、皮革製品の専売も横領の源泉となった (8)。

なお、こうした不正はムスタファ・ハズナダルだけが行っていたわけではない。アフマ

ド・ベイの統治下で実施された税制改革により、家畜などに対する市場での課税やオリー

ブに対する十分の一税などが導入されたが、知事職であるカイドはそうした徴税から個人

的な利益を引き出した。さらに、徴税請負人もそれぞれが利益を得るため、規定額以上の

徴税を行うなど、チュニジアの役人は上から下まで金権的な腐敗体質に染まっていたので

ある。一方、搾取の対象となったチュニジアの民衆は疲弊し、農業生産は停滞した (9)。
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1856 年 6 月、ムハンマド 2 世ベイは、こうした状況の改善を目指し、税制改正を実施する。

徴税請負人の恣意的な徴収を防ぐため、市場での課税や十分の一税を廃止し、代わりに定

額の人頭税（majba）を導入するのである。成年男性には年間 36 ピアストルの人頭税が課

されることになった。ベイは、公正な徴税を行うため、イマームなどの協力をもとに納税

者リストを作成するようにカイドに指示し、また、徴税額の 4％は還元し、1％は徴税人

に 3％は部族長に譲与するとした。なお、人頭税は主に地方での徴税を目指し、主要都市

のチュニスやケルアン、スース、モナスティール、スファックスの在住者と兵士などは課

税を免除された (10)。さまざまな困難を伴いながら、人頭税は 1857 年初夏から徴税が始ま

る (11)。

ただし、ベイの指示にもかかわらず、実際には徴税における不正はなくならなかった。

地方での徴税を管理し、不正を防止するような体制は確立されていなかったのである (12)。

また、それまで人頭税は非イスラーム教徒にのみ課す慣習であったため、成人男性全般へ

の課税はイスラーム的伝統に反するとして民衆から反発を受けた。当初の目的にも関わら

ず、人頭税の導入は人びとに何ら利点を感じさせなかったという指摘もある (13)。

人頭税の導入は、徴税の公正化という目的と同時に、税収を拡大・安定化させ、ひっ迫

する財政状況を立て直すという目的も伴っていた。例えば、1860 年 10 月から翌年 9 月ま

での財政予算では、歳入総額 1433 万 8837 ピアストルのうち人頭税は約 45％を占めている。

先に述べたとおり、人頭税の対象は地方在住の成年男性に限られていたため、当時のチュ

ニジアの推定人口 110 万人のうち課税対象者は約 20 万人であった (14)。

2．スフェズ事件

1855 年 5 月のムハンマド 2 世ベイの即位後、チュニジアに二人の外交官が相次いで赴

任する。フランス総領事のレオン・ロッシュとイギリス総領事のリチャード・ウッドであ

る。ロッシュもウッドも、すでにアラブ世界での経験は豊富であった。

ロッシュは、フランス侵攻後のアルジェリアに渡り、アラビア語を習得して軍の通訳官

を務めた後、外交官に転身した異色の人物で、イスラーム社会の慣習にも通じていた。こ

の時期のフランスは、ナポレオン 3 世による第二帝政期であり、ナポレオン 3 世の「アラ

ブ王国」構想の一端をロッシュも担うことになる (15)。なお、その後、ロッシュは幕末の

日本に総領事として赴任したことでも知られる。

一方、ウッドは、レヴァント会社でキャリアをスタートし、コンスタンティノープルの

大使館やダマスカスの総領事館での勤務を経て、チュニジアに赴任した。ウッドもまた、

アラビア語に通じ、イスラーム社会をよく知る人物であった (16)。

1857 年 6 月 26 日、チュニスで事件が発生する。チュニス在住のバットー・スフェズと

いうユダヤ教徒がイスラーム教を冒涜したとして罪に問われ、死刑判決を受けて処刑され
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たのである (17)。

数日前、スフェズは、町中でイスラーム教徒と口論となり、イスラーム教を貶める言葉

を口にした。それまで、こうした諍いはベイが属するハナフィー学派の法廷で審議され、

免訴になるのが通例であったが、この時は事情が複雑であった。スフェズ事件の少し前、

あるイスラーム教徒がユダヤ教徒を殺害し、ハナフィー学派の法廷で死刑判決を受けて処

刑されていたのである。チュニジアのアラブ人の大部分は、異教徒に対してより厳格なマ

リーク学派に属しており、ハナフィー学派によるイスラーム教徒への死刑判決を過重すぎ

ると受け止めた。チュニスの民衆の間で不満が渦巻くなか、今度はユダヤ教徒を被告人と

するスフェズ事件が発生したのである。

ムハンマド 2 世ベイは、民衆の不満を考慮し、スフェズをハナフィー学派ではなく、マ

リーク学派の法廷で裁くように指示をする。この結果、スフェズはマリーク学派の法廷で

死刑判決を受け、ベイの署名の後、処刑された。

ただし、この事件はこれで終わりにならなかった。フランスやイギリスが同事件に対し

て異議を唱え、外交問題へと発展するのである。そこには、フランスやイギリスの思惑も

隠されていた。

なお、従来、フランスとイギリスはチュニジアをめぐってライバル関係にあった。フラ

ンスはチュニジアをオスマン帝国から切り離して自国の影響下に置くため、チュニジアの

独立志向を支持していた。一方、イギリスはフランスの影響力の拡大を防ぐため、オスマ

ン帝国の宗主権を維持しようとし、両国の間で対抗関係が続いていた。

1846 年のアフマド・ベイのフランス訪問時に、独立国の君主のようにアフマドを受け

入れたフランスに対し、イギリスはアフマドをあくまでオスマン帝国チュニス総督として

扱おうとし、その結果アフマドのイギリス訪問が取りやめになったことは、両国の外交姿

勢の相違を示す一例である (18)。

ところが、両国の関係は、スフェズ事件が発生した 1857 年には変化が生じていた。

1853 年に始まったクリミア戦争において、南下政策をとるロシアに対抗するため、オス

マン帝国、フランス、イギリスの間で同盟が成立していたのである。

さらに、1856 年のクリミア戦争後のパリ会議において、フランスとイギリスは共同し

て外国人の権利の拡大をオスマン帝国に求め、それに基づき、同年 2 月、オスマン帝国は

改革勅令を発布した。それは、非イスラーム教徒を含めた法の下の平等に加え、オスマン

帝国へのヨーロッパ資本の参入など経済活動の自由化を実現する内容であった (19)。

そして、フランスとイギリスは改革勅令と同等の権利をチュニジアにおいても求めてい

く。その交渉にあたったのが、総領事のロッシュとウッドであった。

3．基本協約の発布
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ロッシュとウッドは本国からの指示を受けてチュニジアに対して改革を促していく (20)。

ただし、ムハンマド 2 世ベイは、改革に同意したものの、具体的な対応を急ぐことはなかっ

た。そうした状況下で、スフェズ事件が発生するのである。それは改革促進の理由として

うってつけの事件であった。

スフェズの処刑は、チュニジアのヨーロッパ人コミュニティーに大きな動揺をもたらし

た。ロッシュとウッドは会談し、この事件を機にチュニジアに強く改革を求めることで同

意した。なお、イギリス外務省はフランス外務省に対し、チュニジアでの共同行動を提案

したが、フランス外務省はチュニジアにおける自国の優位性を考慮し、イギリスとの直接

的な共同行動には消極的であった (21)。とはいえ、フランスもロッシュを通じて改革の要

求を強めていく (22)。

1857 年 7 月 29 日、ロッシュは、7 月 20 日付のヴァレフスキ外相の覚書を宰相ムスタファ・

ハズナダルに送る (23)。外相の覚書では、スフェズの処刑はフランスやヨーロッパにとっ

て驚きであり、苦痛であり、嫌悪感を抱かせる事件であったと指摘し、オスマン帝国のス

ルタンがウラマーの同意をもとに（法の下の平等を含む）改革を宣言したにもかかわらず、

ベイがそれに反して狂信的な判断を行ったと批判した。また、「ここ 30 年、フランスはオ

スマン帝国の政治を変えようと努力してきた。しかし、オスマン帝国からフランスが解放

してきたはずのチュニジアが、スルタンに対してフランスが求めてきた改革とは異なる政

治を行おうとするのをどうして見逃すことができるのか」(24) と指摘し、改革の実行がな

ければ、フサイン朝に対するフランスの支持が失われることをほのめかした。

さらに、覚書では、即時に実行すべき具体的な改革の要求がつづられている。その要求

とは、①混合裁判所（刑事・商事）の設立、②チュニジアがヨーロッパ諸国と締結した通

商条約の厳格な適用、③あらゆる産業への参入の自由、④不動産所有の自由である (25)。

フランスの要求に対して、当初、ベイは拒絶の姿勢を見せ、スフェズ事件に関するフラ

ンス外相の指摘には、「イスラームに対する間違った解釈である」と反論した。一方、ベ

イから回答を受け取ったロッシュは、「そのような拒絶はフサイン家とチュニジアの人び

とに不吉な結果をもたらす」と指摘し、脅迫的な表現でベイに改革の受け入れを迫った (26)。

さらにロッシュは、8 月 11 日、次の 4 項目について即時の布告をベイに求める。4 項目

とは、①刑事法典の起草および法典に基づいたイスラーム教徒の有力者で構成される刑事

裁判所の設立、②商法典の起草およびチュニジア在住の有力者で構成される商事裁判所の

設立、③法典を起草するためのチュニジアの高官からなる会議の設立、④外国人に対する

起業および不動産所有の自由である (27)。

8 月 13 日、ムハンマド 2 世ベイは、イスラーム教徒の有力者で構成される刑事・商事

裁判所の設立を宣言し、高官に対して法典の起草を指示した (28)。しかし、ロッシュの要

求は完全には満たされておらず、特に 4 番目の経済的要求に対しては何ら進展がなかった。

ベイの対応に不満を抱いたロッシュは、チュニジアに圧力をかけるため、本国に対して
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艦隊の派遣を要請する。そして、8 月末、チュニス沖にフランス艦隊が姿を現わすのである。

この時、イギリス総領事ウッドも、ベイに対して、①生命・財産の安全保障、②租税平等、

③法の下の平等、④信仰の自由、⑤軍役期間の制限の 5 項目の誓約を求め (29)、好意的な

回答が得られない場合は、マルタ島に駐留するイギリス艦隊の来航を予告した (30)。

9 月 3 日、ロッシュは、フランス艦隊のトレウアール司令官を伴い、ベイと接見する。

トレウアールはベイに対し、艦隊はチュニジアを脅かすためではなく、改革を支援するた

めに来航したと述べ、改革はチュニジアの人びとを豊かにするだけでなく、チュニジアと

ヨーロッパ諸国との友好関係を強化することにも資すると説明した。フランス艦隊の来航

を受け、ベイはその場でヨーロッパ人の諸権利を約束する (31)。

9 月 6 日、ロッシュはベイや大臣と会談し、改革の詳細について長い議論を交わす。こ

の時、ロッシュは、ウッドとも協議し、①ユダヤ教徒が関わる係争の場合にユダヤ教徒が

陪席する刑事裁判所の設立、②混合商事裁判所の設立、③すべての臣民の法的・宗教的平

等、④商業の自由、⑤ヨーロッパ人の起業の自由、⑥ヨーロッパ人の不動産所有の自由の

6 項目をベイに提示した (32)。

9 月 10 日、ムハンマド 2 世ベイは、基本協約（Ahd al Aman）を発布する (33)。その内容は、

①すべての臣民・外国人への安全保障（身体・財産・名誉）、②租税平等、③法の下の平等、

④信仰の自由、⑤一定期間の徴兵制、⑥非イスラーム教徒が関わる刑事裁判における当該

代表者の陪席、⑦商事混合裁判所の設立、⑧信仰上の慣習に従う自由、⑨商業の自由と政

府による流通独占の禁止、⑩すべての臣民・外国人の職業および起業の自由、⑪外国人に

よる不動産取得の自由の 11 項目である (34)。それはまさにロッシュとウッドが求めてきた

内容であった。

チュニジアの基本協約は、オスマン帝国の改革勅令と類似し、租税平等や法の下の平等、

信仰の自由、裁判制度の新設、外国人の経済活動の権利などが謳われている。ただし、基

本協約は、ロッシュやウッドを通じてオスマン帝国の改革勅令から間接的に影響を受けて

いるとはいえ、より直接的には、軍事的示唆活動を含むフランスやイギリスの強い圧力に

よって実現したと言えよう (35)。そして、その内容は、スフェズ事件を契機とした法の下

の平等だけでなく、外国人の経済活動に関わる諸権利も明記されている点に留意する必要

がある。

4．憲法の制定

基本協約の発布後、今度は、それを単なる宣言文書で終わらさず、その実現を図ること

がフランスやイギリスにとっての政治的な課題となった。ウッドは、発布直後からムハン

マド 2 世ベイに対し、基本協約の具体化を図るための委員会の創設を求めた (36)。

11月 4日、ベイは改革委員会を創設する。宰相のムスタファ・ハズナダルが委員長となり、
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メンバーは、陸軍大臣ムスタファ・アガ、海軍大臣ハイル・アル＝ディン、書記局長イブン・

アビ・ディアフ、4人のムフティー（イスラーム教指導者）、軍務や政務の高官など計 12人（宰

相らを含む）であった。ただし、4 人のムフティーは、新たな法律や規則がイスラーム法

に適合しているかどうかを判断するだけであり、後に書面で回答するようになったことか

ら委員会のメンバーからは外れた (37)。

委員会では、チュニジアの政体の改革も議題となり、基本協約を発展させた形で憲法案

の起草が進められていく。憲法の制定は、基本協約の交渉の過程でロッシュとウッドが求

めていたことでもあった (38)。

1859 年 9 月 22 日、ムハンマド 2 世ベイが死去し、弟のムハンマド・アル＝サディク・

ベイが即位する。即位当日、ベイは基本協約を順守すると誓約し、委員会の活動は継続す

る (39)。

憲法案の起草は委員会で進められたが、ロッシュはその過程において提言を行うなど推

進役となった (40)。憲法制定におけるフランスの存在感は、1860 年 9 月に、ムハンマド・

アル＝サディク・ベイがアルジェ訪問中のフランス皇帝ナポレオン 3 世と会見し、完成し

たばかりの憲法案を提示したことにも表われている。

なお、ベイとナポレオン 3 世の会見について、ウッドはフランスの影響力拡大を懸念し

てベイに取りやめを求めたが、ベイはロッシュの助言に基づき、フランス艦船でアルジェ

訪問を果たした。ナポレオン 3 世との会見において、ベイは独立国の君主と同様に扱われ

たことに満足を示したという (41)。

1861 年 1 月 29 日、ベイは憲法（quanun al-dawla）を発布し、3 か月後の 4 月 26 日から

の施行を宣言した。憲法は全体で 13 章 114 か条から構成されている。

第 1 章は「フセイン家の皇族」、第 2 章は「ベイの権限と義務」、第 3 章は「閣僚、最高

評議会、裁判所の組織」、第 4 章は「歳費」、第 5 章は「省庁の組織」、第 6 章は「最高評

議会の構成」、第 7 章は「最高評議会の権限」、第 8 章が「役人の保証」、第 9 章が「予算」、

第 10 章が「役職の分類」、第 11 章が「役人の権利と義務」、第 12 章が「チュニジア臣民

の権利と義務」、第 13 章が「チュニジア在住外国人の権利と義務」である (42)。

同憲法が持つ意義として第一は、専制君主制から立憲君主制への移行である。ベイの地

位はフサイン家が世襲することが明記されたが（第 1 条）、ベイは即位時に法の順守を誓

約し、意図的な法律違反を行えば、その職を失うとされた（第 9 条）。宰相や大臣、最高

評議会の議長・副議長はベイが任命するなどその権限は大きかったが、それでも、従来の

ベイの絶対的権力に制限がかかり、法の下に位置づけられることになったのである。

第二は、三権分立の原則である。行政権は、ベイおよびベイの命令下にある大臣が担う

が、法の順守が求められ、大臣は最高評議会にも責任を負うとされた（第 20 条）。立法権は、

60人の議員からなる最高評議会に委ねられた（第 44条）。最高評議会は、法の番人とされ（第

60 条）、法案を審議し、議員の過半数以上で採択すれば、ベイの承認を得た後に法は発布
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される（第 62 条）。司法権は、一定の独立性が担保され、三審制など新たな司法システム

が導入されることになった（第 22 条から第 28 条および第 60 条、第 61 条）。

第三は、チュニジア人への平等権や自由権の付与である。信仰に関わらず、すべての臣

民への身体・財産・名誉の安全（第 86 条）と法の下の平等（第 88 条）が明記された。また、

すべての臣民に不動産売買の自由（第 93 条）や起業の自由（第 97 条）、貿易業務の自由（第

98 条）が与えられた。

第四は、外国人への安全と権利の保証である。外国人には、信仰や国籍に関わらず、チュ

ニジア人と同等の身体・財産・名誉の安全や法の下の平等、不動産売買の自由、起業の自

由、貿易業務の自由が認められた（第 105 条から第 114 条）。

1861 年憲法は、基本協約と同じく、法の下の平等や司法システムの改革などを明記し

ているほか、外国人に対してはより広範に経済的権利を保証している。さらに、基本協約

には含まれていなかったチュニジア政体の根本的な変更を掲げている点も重要である。そ

の点に関し、憲法の制定は「革命」であったと評する歴史家もいる (43)。また、対外的には、

憲法の制定は、チュニジアを独立した政体として、さらには西洋諸国と同等の近代的な主

権国家として位置付けようとするチュニジア自身の試みの一環であったと言うことができ

よう。

5．立憲体制の始動

憲法の発布に先立ち、1860 年 2 月以降、ベイは省庁の組織と権限に関する命令を発出

する。その内容は実質的には従来の組織と権限を追認するものであった。宰相は内務省、

外務省、財務省、会計検査院およびそれらの省庁を統括する宰相府を管轄し、陸軍大臣は

陸軍省、海軍大臣は海軍省を管轄した。なお、陸軍省や海軍省についても予算については

宰相府が介入する権利を保持した (44)。

また、1858 年 8 月、ベイはイギリス総領事ウッドからの提案を受け (45)、チュニス市議

会を創設する。市議会は、ベイが指名した 15 人のメンバーから構成され、公共施設や道

路の維持管理、市内の交通整理などを担った (46)。

憲法で規定された最高評議会についても、憲法発布前から準備が進められた。1860 年 8

月、ベイは、60 人の議員を選定し、古参のマムルークのムスタファ・サヒブ・アル＝タ

ビを議長に任命した。ただし、ムスタファが 1861 年 5 月に死去したため、それ以後は、

海軍大臣で副議長を兼任していたハイル・アル＝ディンが議長を務めた (47)。

ハイル・アル＝ディンはコーカサス出身のマムルークで、アフマド・ベイの時代にチュ

ニスに創設されたバルドー士官学校で学び、西洋事情にも通じた改革派官僚であった。ま

た、ムスタファ・ハズナダルの娘と結婚し、宰相とは義理の親子関係にあった。

最高評議会議員 60 人のうち、憲法の規定に基づいて 20 人は宰相や大臣、高官、知事職
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のカイド、軍司令官が席を占めた。そのうち、17 人はマムルークであり、それ以外では

書記局長のイブン・アビ・ディアフと軍人のハッサン・マグルンが地元出身のアラブ人、

外務の実務を担っていたジュゼッペ・ラッフォがサルデーニャ人であった。一方、残りの

40 人は、ベイが選任したチュニス在住のアラブ人有力者であった。40 人の議員は毎年 8

人ずつ交代し、交代あるいは議員死去の際の補充議員リストも作成された。なお、当初、

イスラーム法学者は含まれていなかったが、1862 年春からは、チュニジア最大のイスラー

ム教育機関ザイトゥーナ・モスクの教授であるウラマー 4 人とマリーク学派のムフティー

1 人が議員として参加した (48)。

最高評議会は、毎週 2 回、チュニスのカスバにあるダル・エル＝ベイ宮殿で開催された。

毎回、法案や予算などに関する 15 程度の議題が審議されたという。最高評議会は、ベイ

から選任された議員で構成されたが、無批判に政府の提案を支持したわけではなく、時に

は議案が否決されることもあったという (49)。ただし、重要事項については、最高評議会

ではなく、ベイが主催する顧問会議であらかじめ討議がなされるようになっていく。

顧問会議は憲法には規定されていない私的な会議で、ベイ自身あるいは代理のフサイン

家の王子が議長を務め、メンバーは宰相や大臣、高官、軍司令官などベイ側近の 25 人であっ

た (50)。ほとんどのメンバーは、役職上、最高評議会議員を兼任していた。先述のとおり、

重要事項は最高評議会に先立って顧問会議で討議されるようになるが、顧問会議の結論に

対してベイに選任された最高評議会議員が異議を唱えることは事実上困難であった。

憲法では、司法改革も明記された。刑事・民事・商業訴訟は、第一審裁判所および控訴

先として第二審にあたる破毀院があり、さらに刑事訴訟の場合は、法の番人である最高評

議会に対して上告する制度が導入された。この場合、最高評議会は最大 12 人のメンバー

からなる特別委員会を立ち上げ、判決の適法性を審議すると規定された。

第一審裁判所は、チュニスのほかケルアンやスース、スファックスなどの 10 都市に置

かれ、それ以外の地域では簡易裁判が行われ、証拠などを含む裁判資料一式をチュニスの

第一審裁判所に送り、判決の承認を必要とした。このため、第一審の訴訟の処理は大幅に

遅延することになる (51)。また、チュニジア内で法律の知識や法務経験を備えた人材の不

足から、第一審裁判所における判決は公正さを欠き、新しい司法システムに対する民衆の

不信感は高まっていく (52)。なお、軽微な犯罪は、カイドや村落・部族の有力者で構成す

る違警罪裁判所（Tribunal de Police）で判決が下された。

では、チュニジアの民衆は憲法の制定をどのように見ていたのであろうか。書記局長で、

後にチュニジア史を編纂したイブン・アビ・ディアフは、チュニスの住民は「憲法の原則

をイスラームに基づくものとみなした」と記している (53)。憲法はチュニスのイスラーム

学者に是認されており、また、民衆は金曜礼拝の説教を通じて憲法の制定を知ったことも、

憲法をイスラームの範疇でみなした理由と考えられる。そのため、イブン・アビ・ディア

フは、憲法制定に対する特別な熱狂も反対もなく、「そよ風」のようであったと指摘して
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いる (54)。また、スファックス駐在のイギリス副領事は、住民は当初驚きを示したが、全

体としては喜んだと報告している (55)。少なくとも、憲法制定直後に民衆による抗議や強

い反対を示すような記録はない。

ただし、改革が実行に移されるにつれ、民衆の間で失望あるいは不信感が募っていった

と思われる。それを象徴的に示す出来事が、1861 年 9 月にチュニスで発生した住民請願

事件である (56)。

9 月 22 日、チュニスの市場地区に住む住民が中心となり、ベイに対して小麦とオリー

ブ油の輸出を禁じるように集団で請願する計画を立てる。輸出の拡大と天候不順による不

作の影響で、折から小麦とオリーブ油の価格は高騰していた。地区長から報告を受けたベ

イは、その日の夜に請願の計画を立てたリーダーたちを騒乱罪で逮捕する。しかし、翌日、

数百人の住民は大モスクに集合した後、バルドー宮へと向かう。ベイに対しては、輸出の

禁止のほか、非効率で非公正な裁判制度を廃止するように求める請願も行われた。バルドー

宮では、デモ隊は宰相との会談を拒否し、ベイとの直接会談を要求する。ベイは 16 人の

代表団と接見したが、要求は満たされず、ベイはこの日さらにデモ参加者を逮捕した。

事件後、小麦とオリーブ油を 2 か月間輸出禁止とする決定が発表された。一方、チュニ

スの街では、不測の事態に備えてベイの近衛兵が配置され、緊迫した状態に包まれた。な

お、逮捕者は第一審裁判所から最高評議会への上告を経て禁固 2 年の刑が確定したが、11

月 17 日、ベイの恩赦によって釈放された。

この事件に関し、ロッシュは、内相でもある宰相のムスタファ・ハズナダルが意図的に

計画を止めなかったと非難する書簡をベイに送り、その更迭を進言する。この進言が原因

か不明であるが、11 月 5 日、ムスタファ・ハズナダルは内相の兼務解除を申し出た。後

任には、サヘル地域のカイドを務めるムハンマド・ハズナダルが充てられた。

ベイの権威を揺るがす衝撃的な事件を受け、政治権力の立て直しが図られる。そのひと

つが先述した顧問会議の創設である。実質的な政治決定は最高評議会から顧問会議へと移

ることになった。もうひとつが地元アラブ人の重用である。チュニスの警察長官がマムルー

クからアラブ人に変更になったほか、最高評議会にウラマーらが加わったのもこの事件の

後であった (57)。

6．チュニジア経済への参入

1857 年 9 月の基本協約の布告は、ヨーロッパ諸国によるチュニジア経済への参入を促

進する契機にもなった。特に積極的だったのは、ロンドンにおける金融市場の発達ととも

に海外投資熱が高まっていたイギリスと従来からチュニジアに大きな影響力を持っていた

フランスである。両国は、チュニジアにおける改革については一定の共同歩調を取ったが、

経済面では激しい対抗関係にあった。その口火を切ったのはイギリスである。
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同年 12 月、ウッドは、ムスタファ・ハズナダルに対してチュニジアにおける銀行の設

立を提案する。交渉は秘密裏に行われ、最終的にベイは、同銀行を通じた経済開発の促

進を期待して計画に同意し、1858 年 3 月、イギリス・チュニジア銀行の設立契約を結ぶ。

資本金 7 万 5000 ポンドのうち 3 分の 2 にあたる 5 万ポンドはチュニジア政府の出資とさ

れた。同銀行は、紙幣発行の 10 年間の独占的権利を持つほか、貸付事業を行い、経営管

理はチュニジア政府とともにイギリス総領事が行うとされた (58)。

この時、ロッシュは本国に帰国中であった。チュニジアに戻ったロッシュは、ムスタファ・

ハズナダルから同銀行の設立を伝えられる。ロッシュは、自分の不在中にこのような契約

が結ばれたことに抗議し、同銀行の設立はフランスの政治的・商業的利害に抵触するとし

て、同件に関するフランス本国からの指示を自分が受けるまで契約の履行を停止するよう

に求めた。ロッシュは、宰相に対する書簡で、「もし契約を延期しなければ、フランスが

引き起こすすべてのことに対する責任は貴殿にある」と強い調子で迫っている (59)。

フランスにとっては、同銀行の設立はイギリスによるチュニジア経済の支配そのものを

意味していた。同銀行を通じた投資プロジェクトがベイから特許状を受け、チュニジア内

で独占的に事業を行うとすれば、フランス企業は締め出され、イギリス企業の独占状態に

なるからである。チュニジアにおいて優越的な影響力を保持してきたフランスにとっては

悪夢のような事態であった。当然ながら、本国からロッシュに対して同契約を破棄するよ

うにチュニジア側に求める指示がなされた。また、同件はフランスとイギリスの間の外交

問題ともなり、両国の外務省の間でも交渉が行われた (60)。

ロッシュから契約の破棄を求められたベイは、フランスとイギリスの間で問題解決を図

るように要望したが、ロッシュからの再度の強い要求を受けて、1859 年 10 月、銀行設立

の放棄をイギリス側に伝えた。その後の交渉を経て、1862 年 12 月、チュニジアがイギリ

スへの違約金支払いに応じ、最終的に契約は破棄された (61)。

一方、銀行の設立で後れを取ったロッシュは、1859 年 7 月、ベイに対し、チュニスに

おける水道事業を提案する。同計画は、ザグワン山系からチュニスまで、古代ローマの水

道橋を修復しつつ利用し、新たに金属製の水道管を設置してチュニスに水を供給するとい

うものであった。総距離 132キロに及ぶ壮大な計画である。設計はフランス人技術者ピエー

ル・コランによって行われた。同月、契約が締結され、材料費以外の工事費用は 700 万ピ

アストルとされた (62)。

同計画をめぐっては、ベイの側近の間でも反対の声が強かったという。イブン・アビ・ディ

アフは、自らも出席した宮廷での会合において、同事業はあまりにも費用が大きいことに

加え、チュニジア経済開発への寄与が小さく、なによりそもそも住民は井戸水や雨水を利

用していることから不必要な事業であるという意見が出されたと記している (63)。しかし、

ムハンマド 2 世ベイは、すでにロッシュと約束を交わしてしまったと述べ、承認を求めた

という。なお、スウェーデンの外交官は、水道事業の契約はベイの意志ではなく、ロッシュ
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に強いられたものであると本国に伝えている (64)。

ムハンマド・アル＝サディク・ベイの即位後も同事業は引き継がれ、1862 年 5 月、水

道は一日当たり最大 1 万 7000 立方メートルの水の供給を開始した。ただし、工事費用は

1200 万ピアストルに膨れ上がっていた (65)。

7．外債の発行

チュニジアにおける財政的な支出は、ベイの宮廷における出費やニザーミ軍の創設・維

持に関わる出費、産業の育成に関わる出費など、19 世紀初頭以来、膨れ上がってきた。

ただし、こうした支出は、税制改革に伴う税収の増加やオリーブ油輸出の拡大、宮廷にお

ける私的な資金供出などによって補われてきた (66)。1856 年の人頭税の導入もそうした対

応のひとつである。

しかし、拡大する歳出を補うには歳入拡大だけでは追い付かず、1859 年、チュニジア

政府は初めて短期債権の形で借入金を導入する。その原因は、特にチュニスでの水道事業

であった。金属製水道管の輸入費用の即時支払いのため、チュニジア内の商人に向けて約

800 万ピアストルの債権を発行したのである。また、翌年には、オスマン帝国のスルタン

への贈り物の購入のため 160 万ピアストル超の債権が発行されている (67)。

最高評議会での報告によると、1860 年 9 月からの 11 か月間に支払い期日を迎える債権

総額は、1938 万 5618 ピアストルであった。先に見たとおり、1860-61 年の歳入額は 1433

万 8837 ピアストルであり、支払い額は歳入額の約 1.3 倍に達している。内訳をみると、

利子支払いに 102 万 777 ピアストル、前年度の赤字補填に 144 万 9279 ピアストルのほか、

水道事業者への支払いとして 448 万 1656 ピアストル、チュニジア政府の負担によるフラ

ンス領事館の建設費用として 140 万ピアストル、スルタンへの贈り物費用として 165 万

6109 ピアストル、軍の費用として 65 万 1200 ピアストル、宮廷費として 68 万 8025 ピア

ストル、役人への給与として 106 万ピアストル、ヨーロッパへの外交団派遣費用として

300 万ピアストル、公共工事・維持管理費用として 459 万 8572 ピアストルなどとなって

いる。赤字の補填のため、1860 年 9 月 3 日、政府は新たに利子率 12％で債券を発行する (68)。

また、1861 年 4 月 17 日には、総額 1848 万 3348 ピアストルの債権（うち利子額は 198

万 358 ピアストル）の発行が報告されている。この債券のうち、1044 万 7004 ピアストル

は水道事業およびフランス領事館の建設を請け負っていたフランス人技師コランへの支払

いであった。ベイや側近、すべての役人は、その年の給与を寄付することにしたが、その

総額は 120 万 3170 ピアストルに過ぎなかった。そして、1863 年には、債券の総額は 4440

万 3388 ピアストル（約 2753 万 100 フラン）に達する (69)。

チュニジアの財政は、債権による借り入れによってかろうじて維持されていたものの、

負債総額は雪だるま式に増え、その利子支払いだけでも財政を圧迫する事態に陥ったので
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ある。その原因は、スルタンへの贈り物や宮廷費、ヨーロッパへの外交団派遣費用などの

奢侈的費用もあるが、最も大きいのが水道事業に関わる費用である (70)。

1862 年頃から、ベイは長期かつ多額の借り入れを目指し、外国での債券の発行を模索

する。パリにハイル・アル＝ディンが派遣され、銀行と交渉が行われた。1863 年 3 月 31

日、ベイは借入先を検討する委員会を立ち上げ、委員会は最終的にパリのエミル・エルラ

ンジェ・エ・シ（Emile Erlanger et Cie）銀行を選択する。1859 年に設立したばかりの同銀

行がなぜ選ばれたのかは不明であるが、イブン・アビ・ディアフはこの選択はフランスの

利益にかなうものであったと記している (71)。

最終的な交渉の結果、額面上の債権額は 3500 万フラン、支払い期間は 15 年半、利子率

は 12％、年間返済額は 420 万フランとなった。ただし、手数料は 597 万 5000 フランで、

実質受取額は 2902 万 5000 フラン（約 4650 万ピアストル）、返済総額は 6510 万フランであっ

た (72)。

外債の発行は、ベイの顧問会議で審議された後、1863 年 4 月 18 日、最高評議会で承認

された。それ以前には、外国の影響力拡大を懸念して外債の発行に反対する意見も出され

ていたが、この時には反対をする議員はいなかった。5 月 10 日、上記の条件で当該銀行

と正式に契約が結ばれた (73)。

なお、ハイル・アル＝ディンは、その前年の 1862 年 11 月 23 日に最高評議会議長と海

軍大臣を辞任している。理由は明確にされていないが、外債の発行に関して宰相と意見の

不一致があったという指摘がある (74)。ただし、すでにみたようにハイル・アル＝ディン

はパリで銀行と交渉を行い、また、その後も要職を担っていることから、ベイや宰相とは

決定的に対立したわけではなかった。

外債の契約において、その返済には人頭税を充てることが条件とされた。そのため、年

間返済額 420 万フラン（約 680 万ピアストル）は、人頭税の年間総額とほぼ一致している。

ただし、歳入の約 45％を占める人頭税が外債の支払いに回るとすれば、それだけ実質的

な歳入額は減ることになる。その分の歳出を控えるか、新たな収入源を見つけなければな

らない。チュニジア政府の解答は、いたって単純かつ明快であった。人頭税を 2 倍にした

のである。同提案は、最高評議会での審議を経て、地区ごとに平均 72 ピアストルにする

ことを条件に 36 ピアストルから 108 ピアストルの累進課税制を導入して、1864 年 3 月 19

日、承認された (75)。

8．憲法の停止

1857 年以降の改革には、法の下の平等という側面と外国人への権利付与という側面が

あったが、それらは時に矛盾を引き起こす。下記に示す外国人の裁判をめぐる問題はその

一例であろう。
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憲法では、法の下の平等に基づき、外国人もチュニジア人と同様にチュニジアの裁判所

で裁判を受けることになった。しかし、それまで特権的に領事裁判あるいは（チュニジア

人から提訴された場合は）領事出席のもとでのベイの裁定に委ねられていたチュニジア在

住外国人は、チュニジアの法と裁判所に委ねられることに強く反発した。各国領事は、チュ

ニジアの裁判制度が信頼に足るものになっていないことを理由にベイにその適用を拒否す

る旨伝える (76)。

ベイは、チュニジアの法体系への順守は憲法における権利付与と引き換えであるとした

が、領事たちからの反発を受け、1861 年 6 月、移行的な措置として外国人が関わる係争

を扱う暫定審議会を立ち上げた。暫定審議会は、書記局長イブン・アビ・ディアフを長と

する 7 人のメンバーから構成され、外務省の下に置かれた。しかし、各国からの協力は乏

しく、実際に同審議会で外国人が裁かれることはなかったという (77)。

しかしその後、1863 年 10 月、イギリスはチュニジアとの間で協定を締結する。協定では、

憲法で規定された起業の自由や不動産所有の自由とともに、イギリス人がチュニジアの裁

判制度を受け入れることや納税の義務が同意された。イギリスは、ウッドとムスタファ・

ハズナダルの協力関係をもとに、チュニジアの改革促進と自国の経済参入を優先したので

ある (78)。

この協定に衝撃を受けたのはフランスであった。銀行設立の計画に続き、またしてもイ

ギリスに出し抜かれたのである。フランスはすぐにベイに対して同協定の締結はフランス

の利益に抵触すると抗議をする。なお、ロッシュは、すでに同年 7 月、チュニジアから離

任していた。後任の総領事シャルル・ドゥ＝ボーヴァルが着任するのは、イギリス・チュ

ニジア協定締結翌月の 11 月であった (79)。

また、その前年の 1862 年 2 月には、1850 年から 4 年間チュニジアで軍事顧問を務めた

フランスの軍人ジョン＝バティスト・カンペノン (80) がチュニスの総領事館に軍事顧問団

長として赴任していた。カンペノンは、チュニジアの政体が大きく変化し、フランスの存

在感が大幅に低下していることを嘆く。1862 年 5 月 31 日に陸軍省に送った報告では、「い

まや、領事によるベイへの直接介入は存在しない。なぜならベイはもはや統治していない

からだ」(81) と記し、権力はベイではなく、宰相など側近に移っていると示唆する。さらに、

1863 年のイギリス・チュニジア協定の締結は、宰相と協力関係にあるイギリスの台頭を

意味し、カンペノンに強い危機感を抱かせた。本国への報告の中で、「われわれの特権は

廃墟と化し、優位性は終わりを迎えた」とし、「われわれはベイに憲法を課したことをす

でに後悔している」と記している (82)。カノンペンは、イギリス・チュニジア協定を廃棄

するため、その基盤となっている基本協約や憲法を廃棄すべきだと主張する。そして、こ

うした考えは新領事ドゥ＝ボーヴァルの同意するところとなった (83)。

一方、1864 年に決定された人頭税の増税は、チュニジア各地に大きな動揺をもたらした。

同年 3 月中旬、チュニジア中西部において増税を拒否する反乱が発生する。反乱は、人頭
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税の問題に加えて、非効率で非公正な裁判制度の廃止やアフマド・ベイの時代以来マムルー

クが務めていたカイドの交代などを要求した。反乱は地元の有力者を巻き込みながら広が

り、5 月には東部沿岸のサヘル地域へも飛び火する。なお、その前年、それまで免税対象

であった都市住民や兵士などにも人頭税を課税することが決定されていた (84)。

反乱は各地で暴動や略奪を引き起こしたことから、自国民の保護のため、フランスやイ

ギリス、イタリアはチュニジアに艦船を派遣した。特にフランスは、4 隻の艦船から成る

艦隊（計 300 門、総員 950 人）をチュニスに派遣する (85)。そして、この反乱の機会を利

用して、自分たちの要求を主張するのである。

4 月 29 日、ドゥ＝ボーヴァルは、艦隊司令官のエルバンガムやカンペノンとともに、

ベイと接見する。この席でドゥ＝ボーヴァルは、（このような反乱を引き起こした）憲法

はベイにもチュニジアにも害をもたらしているとして、憲法の廃止を要求するのである。

これに対し、ベイは、そもそも憲法はフランスを含めた文明国から課せられたものである

と反論するが、ドゥ＝ボーヴァルは、前任者は憲法を課したかもしれないが、現在の総領

事は自分であると述べ、憲法廃止の主張を繰り返した。さらに、ドゥ＝ボーヴァルは宰相

の更迭を要求する。その際、同席していたカンペノンは、その場でムスタファ・ハズナダ

ルをアラビア語でののしり、両者の間で口論になったという。ベイは、憲法の停止は受け

入れたが、宰相の更迭は現下の状況では代わりがいないとして拒絶した (86)。

同日、ベイは憲法の停止を宣言し、5 月 1 日、最高評議会と裁判所の機能を停止した (87)。

それは、事実上の立憲体制の終焉であった。

ベイは、チュニジア各地に対し、人頭税増税の撤回、憲法の停止、最高評議会や裁判所

の廃止、カイドの交代などを通達する。チュニジア各地に広がった反乱は、夏前には内陸

部で落ち着きを見せ、サヘル地域では冬まで騒乱は続いたが、その後秩序は回復した (88)。

おわりに

19 世紀は、文明化の時代であるとともに帝国主義の時代でもある。チュニジアのケー

スでは、その両者が矛盾を引き起こす場合、後者の帝国主義的利益が優先された。

1855 年のムハンマド 2 世ベイの即位以後の改革は、フランスやイギリスのイニシアティ

ブによって進められ、1857 年の基本協約や 1861 年の憲法として結実する。ただし、フラ

ンスやイギリスにとってその改革は、チュニジアを自国と同じような主権国家に育てるた

めというよりも、自国の利益に即した状況を作り出すのが目的であった。特にフランスは、

従来からチュニジアに大きな影響力を及ぼしており、その優越性が脅かされる事態になれ

ば、躊躇なく改革を廃棄し、自らの影響力を取り戻すことを選択したのである。

一方、チュニジアは、フランス、イギリス、オスマン帝国の間のパワーバランスを利用

して生き残りを図ってきた。この時代には、フランスの影響力を緩和するためにイギリス
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への接近を試みるが、そのことがかえってフランスの介入を招く結果となった。また、フ

ランスからの圧力があったとはいえ、無計画な財政支出や債券の発行もチュニジアの立場

を弱める結果につながった。

チュニジアの立憲体制は、フランスやイギリスの圧力によって始まり、フランスの帝国

主義的野心によって終わりを迎えた (89)。ただし、チュニジアにとって立憲主義の試みが

無意味であったというわけではない。ささやかとはいえ、その途上においてチュニジア内

から改革の精神が芽生えたことも留意しておく必要があろう。例えば憲法に基づく最高評

議会での討議や外国人の裁判問題、フランスの憲法廃止要求に対する反論などに立憲主義

の精神的芽生えを読み取ることができる。この時代のチュニジアの立憲主義は、制度上は

終焉したが、その精神は生き残り、この後のハイル・アル＝ディンによる改革やフランス

植民地下の独立運動に活かされていく (90)。

註
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る独立したベイ領という性質も帯びていた。19 世紀中葉に至るフサイン朝の歩みについては、

次を参照。桃井治郎「19 世紀のフサイン朝チュニジアにおける危機と改革（1）― アフマド・
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